
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明けましておめでとうございます。子どもにお年玉を手渡しながら、「親のほうがもらいたいよ」と冗談でも

言いたくなる新年。今どきはお年玉を貯金して、株などに投資する子どもたちもいるそうです。平成不況に

育つ子どもたちの経済観念は大人社会を映し出す鏡。澄んだ瞳は、我々の行動をしっかり見ているようです。

今月の商売のヒント：【誇り ～懐の余裕よりも、心の余裕】 
 
昨年の１１月、トヨタがＦ１からの撤退を表明した翌日に、ヤンキースの松井選手がＭＶＰを受賞しました。

「明暗を分けた」という見方もできますが、記者会見で見せたトヨタの山科専務の男泣きと松井選手のその

涙には、ひとつの共通点があった気がします。それは「誇り」です。世界の舞台から立ち去る者と「世界の」

という名誉を与えられた者、そのどちらからも会社や仕事に対する揺るぎない誇りを感じました。 
なくてもやっていけるけれど、なくしてはいけないもの。それが「誇り」だろう 
と思います。自分のやっていることに「誇り」が持てなくなったとき、そこで心 
が折れてしまいます。 
ある有名企業で働く中堅社員が、最近社内でツバを吐くことが多くなったと話し 
ていました。きっかけは、コスト削減の一環として休憩室からイスが撤去された 
ことだそうです。経営者は「たかがイスくらい」と思っているかもしれませんが、

社員の見解は違います。立ったままの休憩に文句があるというよりも、経営者の

ゆとりのない発想が社員にダメージを与えました。売上が思うように伸びなければ、コスト削減に励むのは

当然としても、「自分の会社は休憩室にイスを置く余裕もないのか」と思ったとき、「そんな会社」で働いて

いることに社員の心は折れてしまったのでしょう。会社や仕事に誇りが持てなくなったから、無意識のうち

に社内にツバを吐いてしまったのです。懐（ふところ）の余裕よりも、心の余裕を失ったときのダメージの

ほうが大きいことは、賢明な経営者であればよくご存じのことだと思います。 
明けて２０１０年。新聞やテレビでは不況の余波はまだ続いていると報じています。 
思うように社員の懐に余裕を与えることは難しくとも、せめて心の余裕は奪わない 
ようにしなくてはなりません。これは経営者自身にも言えることです。今年も心が 
折れることなく「倒れるなら前に！」の気概でいきたいものです。明るい日差しが 
真正面から差し込んで来ます。誇りを持ち、心さえ折れなければ勝ったも同然です。 

【今月の教えてキーワード：円借款（えんしゃっかん）】 

発展途上国に対して行う政府間援助のひとつで、円建ての資金を長期かつ低金利という条件で融資する制度。

有償資金協力とも言う。支援内容としては、電力やガス、運輸、通信、農業などのインフラ整備を中心として

いる。金利は１％台のものも多く、返済期間は３０年以上のものもある。主な供与先は、ベトナムやマレーシ

アなどアジア地域が８割以上を占めている。日本は世界の支援国に比べ、有償協力比率が高いと言われている。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【インターネットで簡単に参加できる「公売」】 

 
滞納処分により差し押さえられた財産を、入札の方法などによって

売却する制度のことを「公売」といいます。差し押さえ財産は、不

動産や骨董品、ゴルフ会員権などの「高価な品」というイメージが

あるかもしれませんが、中にはギターや焼酎などという身近な品も

あります。なお、民間オークションサイトを利用して行う公売のこ

とを「インターネット公売」といいます。 
インターネット公売は、これまでのよう 
に公売会場へ出向かなくても参加できる 
ため、以前に比べて多くの人が参加可能 
となりました。昨年では、大阪国税局が 
差し押さえた高級外車「ロールスロイス」 
に 148 件もの応募が殺到しました。 
この車は、１９３８年式の｢フーパー・サルーン｣と呼ばれる型で、

吉田茂元首相が愛用したものと同型だそうです。最低落札価格は

980 万円からスタートし、なんと約 1100 万円で落札されました。

国税庁のインターネット公売では、一昨年の高級外車「ベントレー」

が約 1325 万円で落札されており、動産部門ではそれに次ぐ高額と

なりました。 
なお、国税庁のホームページでは、このような公売情報が随時更新

されています。ご興味があるようでしたら、一度ご覧になってみて

はいかがでしょうか。  公売情報       検索 

物事が好転し始める運

勢です。前向きな姿勢

で、精一杯努力しまし

ょう。予想以上の成果

が期待できそうです！ 

方向転換を検討中の方

は、この時期にプラン

の見直しを。実行する

のは来月以降に延ばし

た方が良さそうです。 

思うように運ばないか

らと焦りは禁物。強引

な手法は控え、状況を

分析していくと自ずと

道は開けるでしょう！

年始早々面倒な問題が

浮上しそうですが、落

ち着いて対処すれば、

何事もなかったように

あっさり解決します。

年末調整～所得控除と還付額の関係 

年末調整での控除の代表例＝生命保険料控除には「一

般用」と「個人年金用」それぞれ最大５万円の所得控

除がありますが、残念ながら合わせて１０万円返って

くるという意味ではありません。所得控除というの

は、税金の計算の対象額＝所得から控除するという意

味であって「控除額×税率」が実際に戻ってくる金額

となりますのでご注意を！ 
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この間に、当期の利益

計画、役員報酬及び賞

与の決定が必要 

１月の税務・労務 

●支払調書の提出および源泉徴収票の交付･･･2/1 
●年２回特例適用者の源泉所得税の納付･･･1/12 または 1/20 
●固定資産の償却資産税に関する申告･･･2/1  
●給与支払報告書の提出･･･2/1 
●１１月決算法人の確定申告･･･2/1 
●５月決算法人の中間申告･･･2/1 

２月の税務・労務 

●固定資産税第４期分の納付 

●１２月決算法人の確定申告 

●６月決算法人の中間申告 

 

 

役員賞与の会計・税務処理 

長引く景気低迷の影響で大企業、中小企業問わず年末の賞与の支給について厳しい結果となると予想されて

いますが、ここでは、２００５年１１月に企業会計基準委員会により公表された、企業会計基準第４号「役員

賞与に関する会計基準」により変更になった役員賞与の会計処理および税務上の取扱について解説します。 

従来、役員賞与は利益処分として扱われてきましたが、新しい企業会計基準では、役員報酬と同様にその発

生した会計期間の費用として取り扱われます。ただし、基本的には、定款に報酬等に関する一定の定めがある

場合を除き従来どおり、株主総会で決定されることになります。 

 

【会計処理の具体例】 

決 算 時 （借方）役員賞与引当金繰入 ×××    （貸方）役 員 賞 与 引 当 金 ××× 

ただし税務上は、損金（＝会計上の費用と同義）不算入となりますので、申告調整で役員賞与引当 

金繰入額相当分を所得に加算することになります。 

株 主 総 会 決 議 日 （借方）役 員 賞 与 引 当 金 ×××    （貸方）未 払 役 員 賞 与 ××× 

支 払 時 （借方）未 払 役 員 賞 与 ×××    （貸方）現 金 預 金 ××× 

 

役員賞与を損金算入するには？ 

上記の決算時の処理（＝税務調整で役員賞与引当金相当分を加算）のように従来、法人税法上役員賞与につ

いては原則損金算入とはなりませんが、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することによって損金算入

することもできるようになりました。 

事前確定届出給与に関する届出書の提出期限及び記載事項 

提出期限：原則として株主総会の日から１月以内 

記載事項： 

① 支給対象者の氏名、役職名 

② 支給時期及び各支給時期における支給金額 

③ ②を定めた日及びその定めを行った機関等 

④ 役員の職務執行開始日 

⑤ その他 

事前確定届出給与に関する届出により損金算入する場合には、同額であっても毎年届出が必要であることや、

実際の業績によって届出と異なる支給額となったときは、支給額すべてが損金不算入となります。このように

手続の煩雑さや、リスクを考えた場合、事前に今期の役員賞与の金額を想定して月々の報酬に織り込んで（つ

まり賞与としてではなく定期同額給与として）支給するという方法が合理的かもしれません。 
                                      （斉藤会計.JP 米谷英明）  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは、妙慎です。私は、四柱推命をはじめとする各種の占術を用いて、これまで会社経営者、サラリー

マン、主婦、学生、ご高齢者に至る幅広い分野、幅広い年代の方々の鑑定をしてまいりました。そこで今回は、

みなさまに馴染み深い『九星気学』を用いて『２０１０年度のビジネス運勢』を鑑定いたしました。新しい年

を迎えるにあたっての指針としてご利用ください。 

一白水星 〔大 7・昭 2・昭 11・昭 20・昭 29・昭 38・昭 47・昭 56・平 2・平 11 生まれの方〕 
諸事積極的な態度が信用を生み、何らかの成果につながる運勢です。家庭、仕事、財運共に、誠実な努力が報

われそうです。ただし、交友関係も活発になることから、出費が増える可能性が大きくなります。資金繰りは、

気を緩めず計画的に行いましょう。また健康運は、下がる恐れがありますから早めの手当てを心がけましょう。

二黒土星 〔大 6・昭元年・昭 10・昭 19・昭 28・昭 37・昭 46・昭 55・平元年・平 10 生まれの方〕 
何事においても大きな変化が伴う年です。自ら変化に対応するよう、柔軟な思考が開運につながります。転職、

転勤、移転、引っ越し等、移動が起こる人も多いようです。また事業家は、本業が思ったように軌道に載らず、

商売の転換を考えはじめるようですが、本年は計画を立てるだけにとどめ、現状維持に徹したほうが無難です。

三碧木星 〔大 5・大 14・昭 9・昭 18・昭 27・昭 36・昭 45・昭 54・昭 63・平 9生まれの方〕 
運が追い風となって応援してくれる年です。自分の信じる方針に対し思い切って行動を起こすことで、思わぬ

利徳が期待できます。また、多少の障害があっても、これまでの経験と人脈を使ってうまく切り抜けそうです

から、何事にも自信を持って行動してください。「良識」と「節度」が災難から身を守る術です。 

四緑木星 〔大 4・大 13・昭 8・昭 17・昭 26・昭 35・昭 44・昭 53・昭 62・平 8・平 17 生まれの方〕 
足りないところを補うことに的を絞り、地道に努力を続けると良い結果が期待できそうです。新規事業は慎み、

内面の充実をはかることに専念しましょう。また、健康、財運共に気を抜けない年でもあります。質素倹約を

心がけ、健康第一とした生活習慣を身につけてください。それさえ怠らなければ、充実した一年となります。

五黄土星 〔大 3・大 12・昭 7・昭 16・昭 25・昭 34・昭 43・昭 52・昭 61・平 7・平 16 生まれの方〕 
本年の運勢は、足元を固める地道な努力が実りをもたらしそうです。目的を達成することや、問題を解決する

ことなど、「何事も最後までやり遂げる意思の強さ」が必要なときでもあります。意欲を失いそうになったら、

適度な気分転換で切り抜けてください。また、次のステップに向けての準備をするのにも良い時です。 

六白金星 〔大 2・大 11・昭 6・昭 15・昭 24・昭 33・昭 42・昭 51・昭 60・平 6・平 15 生まれの方〕 
本年は発展運の年にあたります。物事に活気が出て、やる気も湧いてきそうです。信用第一を心がけ前進して

ください。昨年までの努力が報われ、評価されるときでもあります。チャンスをうまく活用して、運の流れに

乗りましょう。新規事業も吉です。ただし、調子に乗りすぎて他人に暴言を吐かないようご注意ください。 

七赤金星 〔大元年・大 10・昭 5・昭 14・昭 23・昭 32・昭 41・昭 50・昭 59・平 5・平 14 生まれの方〕

本年は繁盛運の年にあたり、運勢は上昇気流に乗りそうです。社交運が活発になり、確実に信用が得られます。

人からの援助や手助けも期待できそうですから、困ったことが起きたときには、目上の方や知人に相談するこ

とをおすすめします。ただし、安易な策は身を破り信用を落とします。背伸びをせず自然体を心がけましょう。

八白土星 〔明 44・大 9・昭 4・昭 13・昭 22・昭 31・昭 40・昭 49・昭 58・平 4・平 13 生まれの方〕 
何事も一歩下がって対応するよう心がける年です。あれこれ手を出さず、一つのことに集中してエネルギーを

注ぐようにすると、成果が期待できそうです。また、交際運が活発になるために、交際範囲も広がりそうです。

ただし、傲慢な態度にならないよう気を付けましょう。「親しき仲にも礼儀あり」を忘れずに。 

九紫火星 〔明 43・大 8・昭 3・昭 12・昭 21・昭 30・昭 39・昭 48・昭 57・平 3・平 12 生まれの方〕 
本年は発展・飛躍の年にあたります。目上からの引き立てや昇進、昇格等、何かと引き上げてくれる運が働き

そうです。前向きに取り組む積極的な姿勢や態度が、幸運へと導いてくれます。また、少額でも積立を始める

と財運アップにつながりそうです。自己過信せず、分相応を心がけて地道な努力を続けましょう。 


